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２020年 4月、寺崎小学校区に「寺崎食堂」がスタートしました。 
                       念願の根郷地区の 3小学校区に、《子ども食堂・地域食堂》が 
 揃いました。（現在は、残念ながら、コロナの影響でお休み中） 

近日中に 「あったか食堂マップ（市内 9箇所）」を地区回覧 
 いたしますので、マップを見て、足を運んでみてください♪♪ 

  ◆根郷小学校区＝ ねっこ食堂  （根郷公民館 3階集会室、毎月最終金曜日 17時～19時） 
  ◆山王小学校区＝ 地域食堂 ともいき （特養老人ﾎｰﾑはちす苑、毎月第 3水曜日 17：30～） 
  ◆寺崎小学校区＝ 寺崎食堂  （大崎台 4丁目集会所、第 1土曜日（予定） 11：30～13：30） 
    （3食堂とも、参加費は大人も、子どもも 100円です。お待ちしていまーす！！） 

      

 

新型コロナウイルス緊急事態宣言の解除後も感染拡大が続いており、皆様には、

まだまだ緊張の日々をお過ごしのことと思います。 

このコロナ禍の中で、生活上の心配ごとや困りごとなどありませんか？ 

根郷地区には、担当地区の決まった民生・児童委員 27名と児童問題を担当する

2名の主任児童委員がおり、地域の皆様の相談に応じ、課題が解決できるように、

必要な支援へのつなぎ役になります。民生・児童委員には守秘義務がありますの

で、安心してご相談ください。 

 

   

 

4月 1日付で、２名の民生・児童委員が委嘱されました。ご協力ありがとうございました。 

＊神山佳三【城（北）・石川追分】 ＊北島由美子【表町（西）】 宜しくお願いいたします。 

朝のあいさつ運動 

定例会後の勉強会 

居場所づくり 

わくわく体操 

『寺崎食堂』スタート！ 

～ ひとりで悩まずに 相談してください ～ 



今年度 75 歳になられる皆さんに、救急医療情報キットを地区の 
民生･児童委員がご家庭にお届けしています。 
また、75 歳未満の方でも必要とされる方にはお届けしますので 
地区の民生･児童委員に声をかけてください。 
いざという時に、救護活動の大きな助けになります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【救急医療情報キットとは･･･】 

連絡先、病歴、かかりつけ医、服薬内容などを記載した情報シートと容器のセット
いざという時の救急時に大きな助けになります。 
「わたしらしく生きるを支える手帳」は、ご自分の生き方や療養に関する希望をま
とめておく手帳です。記入して、キットの中に一緒に入れておきましょう。 
分からない方は、地区の民生･児童委員にお気軽にご相談ください。 

 

 

 《 高齢者台帳の登録について 》 

高齢者台帳の登録は、65歳以上の在宅の方を対象とし、 

一人暮らし高齢者 ・寝たきり ・認知症 ・高齢者のみの世帯等で見守りが必要な人等が 

対象となります。（登録については、地区の民生委員に気軽にご相談ください。） 

※ この台帳に登録することによって、訪問など見守り活動の対象となり、緊急時の対応や 

各種サービスを受けることが容易になります。 

◆台帳の情報は、民生委員・佐倉市（高齢者福祉課）・南部包括支援センターの 3者で 

共有します。 

◆毎年１回、台帳登録者の情報に変更がないか、高齢者の様子伺いも兼ねて訪問します。 

◆台帳登録は強制ではありませんので、希望しない人には作成しません。 

  

    

民生委員が 
電話や訪問を
いたします！ 

 

 

 

 

地区の民生・児童委員の活動について 

  佐倉市救急医療情報キットを 

民生・児童委員がお届けしています！ 

 歳末たすけあい運動（募金活動＆配分事業） 

 年末になるとよく見かける 「歳末たすけあい運動」 

 街頭で募金活動をしたり、町内会の回覧板やポスターなどで、募金のお知らせを

見たことはありませんか？ 少しの募金でも、多くの人が協力すれば大きな力に！ 

皆さんの善意で集められた募金は、地域に住む人たちが新しい年を安心して迎え

るための活動に使われ、地域で支援の必要な世帯や福祉施設にも配分されます。 

民生委員は、この募金活動、支援の必要な世帯への配分事業に協力しています。 

  

高齢者台帳の更新をします（電話、訪問） 

 

 


